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南丹市総合振興計画基本構想・基本計画全体図�

10年後の南丹市を展望する　まちづくりの指針�
　 を可決�

平成19年度国民健康保険事業特別会計補正予算　�
　201万円を追加　　総額  3 6億5 , 4 1 1 万円に�

基本計画（案）�
基本構想�

まちづくりのテーマと�
将来の南丹市のイメージ�

まちづくりの基本目標�

みんなの笑顔 元気を合わせ�
誇りときずなで未来を創る�

森・里・街がきらめく�
ふるさと 南丹市�

●生きがい定住都市�
　構想�
　生涯充実して暮らせる�
　都市を創る�

●やすらぎの郷�
　構想�
　自然・文化・人を活かした�
　郷を創る�

●きずなと交流の�
　ネットワーク構想�
　人・物・情報を高度に�
　つなげる�

●きらめきパートナーシップ�
　構想�
　共に担うまちづくりの�
　仕組みを築く�

�
生涯充実して暮らせる
都市を創る�
�
・子育ての支援�
・学校教育の充実�
・社会教育の充実�
・健康づくりの推進�
・地域医療の充実�
・地域福祉の充実�
・高齢者・障がい者の自立支援�
・住環境の整備�
・企業の誘致、起業の支援�
�

�
自然・文化・人を活か
した郷を創る�
�
・自然環境の保全�
・資源循環型社会の形成�
・伝統文化の保存・継承�
・南丹ブランドの確立�
・農林水産業の振興�
・観光の振興�
・地域防災体制の整備�
・交通安全、防犯体制の整備�
�

人・物・情報を�
高度につなげる�
�
・広域交通網の整備�
・道路ネットワークの整備�
・地域交通システムの整備�
・情報の双方向活用�
・市街地の整備�
・上下水道の整備�
・商業の振興�
�

共に担うまちづくりの
仕組みを築く�
�
・人権の尊重�
・男女共同参画の推進�
・協働の推進、市民参画の推進�
・大学等との連携�
・地域づくり�
・人材の育成�
・行財政運営�

第1章� 第2章�

第3章� 第4章�

　地方自治法第2条において「市町村は、その事務を処理するにあたっては、議会の議決を経てその地域における総合的
かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想を定め、これに即して行うようにしなければならない」と定めている。�
　今回、南丹市総合振興計画審議会の答申を受け、「新市建設計画」を踏まえながら、10年後の南丹市を展望するまち
づくりの指針となる基本構想が提案された。審議の結果、全員賛成で可決しました。�
�
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234億7.999万円の予算�

�
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234億7.999万円の予算�

�

9.799万円を追加�

�

●地方特例交付金………………�

●分担金及び負担金 ………………�

●国庫支出金……………………�

●府支出金…………………………�

●財産収入………………………�

●繰入金…………………………�

●諸収入 ……………………………　�

　合　計�

�

△552万円�

11万円�

2,001万円�

809万円�

2,666万円�

4,818万円�

46万円�

  9,799万円�

�

�
●総務費………………………………4,231万円�

組織機構再編事業費、地域振興関連施設管理運営費、�
バス運行事業費、財政調整基金積立金ほか

�

●民生費………………………………2,663万円�
児童手当支給事業費、放課後児童健全育成事業費ほか�

●衛生費…………………………………110万円�
火葬場管理運営費

�

●農林水産業費…………………………563万円�
農業振興事業補助金、土地改良事業費ほか�

●商工費…………………………………  50万円�
経営改善普及事業費�

●消防費  ……………………………… 826万円�
消防団員退職報償金、消防水利整備事業費ほか�

●教育費………………………………1,356万円�
小・中学校・幼稚園改修調査設計委託料ほか�

　合　計                          　　  9,799万円�
�

平成19年度一般会計補正予算(第1号)可決�
�

保険事業費　国保健康支援事業　�
201万円を追加補正� 国庫支出金　201万円を追加�歳出� 歳入�

歳入の概要� 歳出の概要�

まちづくりのテーマ�
�

将来の南丹市のイメージ�
�

（全員賛成）�

総額�（� ）�

平成29年度の人口フレーム�
＜定住人口＞�
34,000人�
＜交流人口＞�
250万人�
�
�
�

234億7.999万円の予算�

�
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平
成
19
年
南
丹
市
議
会

6
月
定
例
会
は
、
6
月
5

日
に
開
会
し
、
26
日
に
閉

会
し
ま
し
た
。
開
会
日
に

は
、
8
件
の
専
決
処
分
の

報
告
、
8
件
の
平
成
18
年

度
各
会
計
繰
越
明
許
費
繰

越
計
算
書
報
告
が
さ
れ
、

南
丹
市
総
合
振
興
計
画
基

本
構
想
の
提
案
の
ほ
か
7

件
の
南
丹
市
組
織
等
の
条

例
改
正
、
2
件
の
補
正
予

算
の
提
案
が
さ
れ
ま
し

た
。12

日
か
ら
14
日
ま
で
の

3
日
間
、
16
人
の
議
員
が

一
般
質
問
を
行
い
ま
し

た
。ま

た
、
18
日
か
ら
21
日

に
か
け
て
、
各
常
任
委
員

会
が
開
催
さ
れ
、
付
託
さ

れ
た
議
案
の
審
査
を
行
い

ま
し
た
。

26
日
に
は
、
付
託
議
案

の
各
委
員
長
報
告
、
討
論
、

採
決
を
行
い
、
い
ず
れ
の

議
案
も
可
決
、
承
認
し
ま

し
た
。

今
回
の
機
構
改
革
に
よ

る
人
件
費
の
ア
ッ
プ
は
ど
れ
ぐ

ら
い
か
。

3
0
0
万
円
ア
ッ
プ
す
る

が
、
今
後
、
定
員
適
正
計
画
に
よ

る
職
員
の
削
減
等
、
嘱
託
・
臨

時
職
員
の
見
直
し
を
総
合
す
る

と
、
来
年
1
1
0
0
万
円
程
度

の
減
に
な
る
。
20
年
度
末
と
の

比
較
で
は
約
8
0
0
万
円
減
。

美
山
ふ
る
さ
と
株
式
会

社
へ
の
2
6
3
万
円
補
助
の
内

容
は
。今

年
2
月
に
牛
乳
に
塩
素

臭
が
発
生
し
た
。
そ
の
対
策
と

し
て
簡
易
水
道
を
敷
設
・
受
水

す
る
に
つ
き
補
助
す
る
も
の
。

組
織
機
構
再
編
事
業
5

5
0
万
円
の
工
事
費
は
。

今
回
の
機
構
再
編
に
伴
う

本
庁
舎
の
改
築
費
。
ド
ア
の
変

更
、
壁
、
カ
ウ
ン
タ
ー
を
設
け

る
。

バ
ス
の
運
行
業
務
委
託
料

の
内
容
は
。

八
木
地
域
内
の
京
阪
京
都

交
通
バ
ス
の
運
行
経
費
委
託
料

5
4
0
万
円
で
、
人
件
費
、
車

両
経
費
、
保
険
料
な
ど
の
諸
費
、

そ
の
他
費
用
1
5
6
万
円
は
時

刻
表
の
ポ
ー
ル
16
基
、
運
賃
表
、

音
声
案
内
な
ど
の
経
費
。

小
中
学
校
改
修
事
業
は
ど

こ
か
。耐
震
調
査
結
果
は
。

今
の
段
階
で
は
特
定
し
て

い
な
い
。
26
棟
の
耐
震
補
強
が

必
要
。
昭
和
56
年
度
以
前
は
震

度
5
、
57
年
度
以
降
は
震
度
6

以
上
に
耐
え
う
る
基
準
に
な
っ

た
。
耐
震
補
強
の
内
容
の
計
画

費
で
あ
る
。

地
域
振
興
関
連
施
設
管
理

運
営
に
か
か
わ
る
工
事
請
負
費

の
内
容
は
。

美
山
町
農
業
振
興
総
合
セ

ン
タ
ー
の
谷
水
を
利
用
し
た
水

道
施
設
の
老
朽
化
に
伴
い
、
簡

易
水
道
に
接
続
し
、
切
り
か
え

る
も
の
で
あ
る
。

財
政
調
整
基
金
の
財
源

の
内
容
は
。

園
部
町
の
平
成
台
と
本
町

の
市
有
地
の
不
動
産
売
り
払
い

収
入
で
あ
る
。

小
学
校
英
語
活
動
等
国

際
理
解
活
動
推
進
事
業
の
活
動

内
容
は
。

19
年
度
と
20
年
度
に
か

け
て
文
科
省
の
指
定
に
よ
る
英

語
活
動
で
、
市
内
の
全
小
学
校

で
年
35
時
間
の
英
会
話
の
活
動

を
行
う
。

今
回
の
組
織
再
編
は
、合

併
協
議
会
の
公
約
破
棄
で
あ

り
、納
得
で
き
な
い
。

厳
し
い
財
政
状
況
の
中
、

総
合
的
、
計
画
的
、
効
率
的
に
進

め
る
た
め
の
組
織
再
編
で
あ

る
。
総
合
支
所
方
式
は
、
堅
持
し

て
い
く
。
本
庁
と
支
所
の
役
割

分
担
を
明
確
に
し
て
い
く
。
管

理
部
門
、
事
業
部
門
、
ま
た
専
門

職
等
の
統
合
を
し
、
意
思
決
定

の
迅
速
化
、
責
任
範
囲
の
明
確

化
を
図
る
。

財
政
改
革
は
、行
政
組
織

を
ス
リ
ム
化
す
る
の
が
、普
通

で
あ
る
。部
、課
を
増
や
す
の
が

改
革
か
。住
民
サ
ー
ビ
ス
は
、ど

う
変
わ
る
の
か
。

全
職
員
に
合
併
後
の
日
常

業
務
の
弊
害
に
つ
い
て
聞
い

た
。福

祉
事
務
所
の
充
実
な
ど
多

く
の
課
題
は
、
業
務
を
整
理
し

な
い
で
本
庁
（
3
割
）
支
所
（
7

割
）
が
先
走
っ
た
た
め
、
こ
の
人

数
に
縛
ら
れ
た
。
組
織
変
更
し
、

効
率
的
に
行
う
こ
と
に
よ
っ

て
、
サ
ー
ビ
ス
が
よ
り
充
実
す

る
。

3
支
所
か
ら
総
計
52
名

も
引
き
上
げ
る
が
、本
庁
に
そ

の
ス
ペ
ー
ス
が
あ
る
の
か
。
市

税
等
の
徴
収
の
強
化
を
し
た
い

と
言
わ
れ
た
が
な
ぜ
収
納
課
が

な
い
の
か
。

会
議
室
を
執
務
室
に
変
更

し
、
会
議
室
は
国
際
交
流
会
館

の
会
議
室
を
当
分
使
う
。
収
納

課
は
な
い
が
人
数
的
に
強
化
す

る
。

人
数
が
減
っ
て
も
支
所
機

能
が
低
下
し
な
い
こ
と
を
確
約

で
き
る
の
か
。

基
本
的
な
こ
と
は
、
合
併

時
に
協
定
書
を
交
わ
し
て
い

る
。
庁
内
の
調
整
会
議
の
意
見

も
踏
ま
え
対
応
し
て
い
く
。

な
ぜ
今
、
組
織
再
編
か
、

市
民
に
説
明
を
。

議
会
で
議
決
を
い
た
だ
い

た
後
、
住
民
に
一
定
の
説
明
を

す
る
。
そ
の
方
法
は
、
広
報
紙
を

通
じ
て
理
解
を
い
た
だ
く
と
と

も
に
、
各
町
毎
に
区
長
等
と
会

議
を
も
っ
て
理
解
を
得
る
よ
う

も
と
め
る
。

市
民
の
視
点
が
軽
ん
じ

ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

二
重
行
政
等
を
解
消
、
窓

口
を
明
確
化
し
、
利
用
し
や
す

い
体
制
を
構
築
す
る
。
高
度
な

い
ろ
ん
な
施
策
に
対
応
で
き
る

体
制
を
整
え
る
。
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答

答答 答

答

答
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問問 問問答 問問
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